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委 託 仕 様 書 

件 名 「東京のキラリ企業 2020」の制作および印刷 

委託 

内容 

１ 品名       東京のキラリ企業 2020 

２ 総数量     1,000 部 

３ 委託内容詳細 

（１）紙面企画およびデザイン 

 ア 紙面企画およびデザインの内容 

  ①表紙、背表紙および裏表紙（4ページ） 

  ②目次および特集ページ（20ページ） 

  ③企業紹介記事（128ページ） 

  ④掲載企業ホームページ URLの QR コードへの変換 約 250社分 

   ※企業ホームページの URLは公社から提供する。 

   ※変換した QRコードは、③企業紹介記事に記載する。 

 

 イ 公社から提供するもの 

  ・原稿データ（Word,Excel で作成したデータ）、原稿写真データ 

・「（公財）東京都中小企業振興公社」のロゴデータ及び印刷レイアウト（PDF） 

 

 ウ 打ち合わせ 

５回程度の打ち合わせを実施する。 

   また、打ち合わせ実施後２営業日以内に、議事録を提出すること。 

 

エ 校正 

  最大４回の校正（うち色校正１回含む）。 

 

 オ 校正後のデータ 

  次のデータについて公社に納品すること。 

  ①全ページ分の PDFデータおよびイラストレーターデータ 

②企業紹介記事の PDF データ（１社ごとに加工したもの） 

納品期限：令和２年３月６日（金）まで 

 

カ その他編集にかかる事項 

  

※ 紙面企画およびデザインにおける、公社と受託者間の原稿データ等の授受については 

下記に従うこと。 

①受託者側において簡便にデータの授受が行える環境を構築すること。 

②原稿データ等を授受するサーバーおよび通信経路等について、 

 ウイルス感染や外部への情報漏えい等が起こらないよう、 

 十分にセキュリティを確保すること。 

例）FTPサーバーのウイルス対策、外部からの侵入対策、 

   IP 制限による接続制限等 

 

（２）電子版カタログの制作 

 ア 制作ページ数 全ページ分 

イ 仕様 
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開発言語：HTML5、CSS3、JavaScript 

表示：各社ウェブブラウザで正常に表示できるものとし、 

かつレスポンシブデザイン対応をすること 

機能：次の機能を付加すること 

目次、検索、印刷、マーカー、メモ、サムネイル表示、しおり 

 

（３）制作事務局 

 本冊子の制作事務局として、次の業務を行う。 

 ア 業務内容 

  ①制作委員会への出席（９月頃に１回） 

②公社制作担当者（30 名）に対する次の業務 

１ 掲載企業（約 250 社）の原稿制作進捗管理（８月～１０月） 

   ２ 掲載企業（約 250 社）の原稿集約（１０月） 

   ３ ①および②に伴う電子メールまたは電話を用いた連絡・確認（８月～１０月） 

  ③公社企画課に対する、原稿制作進捗管理の報告（委託期間中月２回） 

   報告方法は電子メールとする。 

8月 9月 10月

①　制作委員会 1回

②-1　原稿制作進捗管理

②-2　原稿集約

②-3　連絡・確認作業

③　公社企画課への報告 2回 2回 2回
 

 関係者の役割分担は次のとおり。 

受託者 
公社 

制作担当者（30 名） 
公社 企画課 

・公社制作担当者に対する

連絡、確認作業 

・公社制作担当者に対する

原稿制作の進捗管理 

・原稿進捗管理の公社企画

課への報告 

・公社制作担当者からの原

稿集約 

・制作委員会出席 

・掲載企業への取材 

・原稿執筆 

・掲載企業への校正依頼 

・制作委員会出席 

・原稿制作管理統括 

・制作委員会の主催 

・校正箇所取りまとめ、 

受託者への提出 

 

 イ 業務期間 令和元年８月１日から令和元年１０月３１日まで（３か月間） 
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（４）印刷 

①印刷の仕様 

 ・印刷の種類 オフセット印刷 

 ・部数    1,000 部 

 ・ページ数  152ページ（表紙含む） 

 ・用紙    表紙：マットコート 135kg（ニスあり） 

        本文：マットコート 90kg 

 ・製本    無線綴じ 

 ・カラー   ４ｃ/４ｃ 

 ・フォント  ユニバーサルフォントを使用し可読性を高めること。 

また、ユニバーサルフォントを使用している旨を明記すること。 

 

（５）配送 

①納入期限 

令和２年３月６日（金）まで 

 

②納入方法 

 ・納品場所及び部数：別紙１「納品場所及び部数」参照 

 ・納品にかかる費用は受託者が負担する。 

 

支払 

条件 

 

業務終了後、適正な請求書を受領してから、30日以内に支払う。 

 

備 考 

[著作物について] 

受託者は、デザイン・レイアウト等の著作物に関するすべての著作権（著作権法第 27条（翻訳権、翻案

権等）及び第 28条（二次的著作物に関する原著作者の権利）を含む）を、デザイン・レイアウト等の納品

時に公社に無償で譲渡すること。著作者人格権は行使しないものとすること。 

当該デザイン・レイアウト等は、国内外における第三者の産業財産権、著作権、不正競争防止法及びそ

の他の関係法令に抵触しないこと。 

 

[個人情報等に関する取扱い] 

「個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書」に定めるとおり。 

 

[契約案件の公表] 

・公益財団法人東京都中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公

表に関する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等）のすべて及び

契約金額が 250 万円以上の契約案件を以下のとおり公表いたします。 

・公表項目 

契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委託・物品等の区分別）、

契約相手方の名称、契約金額 

・公表時期及び手法 

決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表いたします。なお、

公表の趣旨にご理解いただけない場合は契約締結後 14日以内に、文書にて同意しない旨申し出ることが

できます。 

 

[暴力団排除に関する特約事項] 

別紙のとおり。 
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[環境により良い自動車利用] 

 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）第 37条のディーゼ

ル車規制に適合する自動車であること。 

② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措

置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。 

  なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を

求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

 

[印刷インキ類] 

１ オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。 

ア ①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は②のインキを使用すること。 

①ノンＶＯＣインキ（石油系溶剤を使用しないインキ）又はリサイクル対応型ＵＶインキ 

②植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が１％未満の溶剤のみを用いる 

インキ 

イ インキの化学安全性が確認されていること。 

ウ ①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを使用しています。」

と表示するか、マークを表示すること。 

 

２ デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。 

① 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性が確認されている

こと。 

② 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安

全性が確認されていること。 

 

[リサイクル適正] 

紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料（古紙リサイクル適性ランクＢ、Ｃ及びＤランクの材料）

が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイ

クル方式を記載すること。 

 

[印刷の各工程] 

 印刷の各工程において、環境配慮のための措置が講じられていること。 

  

[プラスチックの使用] 

 印刷の各工程におけるプラスチックの使用については以下の点に留意すること。 

 １ プラスチック製品の利用は、可能な限り避ける（他のものに代替するなど）。 

 ２ プラスチックを使用する際は、再生プラスチックや生分解性の材料をできる限り 

使用すること。 

 ３ 包装をプラスチックで行う場合は最小限とすること。 

 

[本仕様書の解釈] 

本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は公社と協議して決定する。 

問い合

わせ 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎 

企画管理部 企画課『東京のキラリ企業 2020』担当 
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【別紙１】納品場所及び部数 

（１）公益財団法人東京都中小企業振興公社 

部署 住所・電話 部数 

企画管理部 企画課 

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-9 

東京都産業労働局秋葉原庁舎 

電話 03-3251-7897 

220 部 

城東支社 

〒125-0062 東京都葛飾区青戸 7-2-5 

城東地域中小企業振興センター 

電話 03-5680-4631 

20 部 

城南支社 

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-2 

城南地域中小企業振興センター ３階 

電話 03-3733-6284 

20 部 

多摩支社 

〒196-0033 東京都昭島市東町 3－6－1 

産業サポートスクエア・TAMA 

電話 042-500-3901 

20 部 

経営戦略課 国際事業課 

世界発信プロジェクト事務局 

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１-13 

住友商事神田和泉町ビル 9階 

電話 03-5822-7232 

100 部 

創業支援課 

〒100-0005東京都千代田区丸の内 2-1-1 

明治安田生命ビル低層棟 2階 

電話 03-5220-1141 

20 部 

東京都知的財産総合センター 

〒110-0016東京都台東区台東 1-3-5 

反町商事ビル １階 

電話 03-3832-3656(知的財産総合センター) 

20 部 

助成課 

〒101-0022東京都千代田区神田練塀町 3-3 

大東ビル４階 

電話 03-3251-7894・5 

20 部 

産業貿易センター台東館 
〒111-0033東京都台東区花川戸 2-6-5 

電話 03-3844-6190 
20 部 

京浜島勤労者厚生会館 
〒143-0003東京都大田区京浜島 2-9-1 

電話 03-3790-2491 
20 部 

中小企業会館 
〒104-0061東京都中央区銀座 2-10-18 

電話 03-3542-0121 
20 部 

 合計部数 500 部 
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（２）その他 

送付先 送付部数 合計部数 

冊子に掲載した企業 

配布先数：250か所程度 

※宛先リストは契約締結後公社から支給する 

※島しょ部は含まない 

各２部 500 部 

   合計部数 500部 
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個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書 

 

受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って

契約を履行しなければならない。 

 

１ 定義 

本業務において、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下、公社という。）の保有する個人情

報（以下、単に「個人情報」という。）とは、公社が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個

人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が公社に代わって行う本業務

の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。ま

た、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、

全て委託者の機密情報である（以下「機密情報」という。）。ただし、委託者からの貸与品等に含ま

れる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知

となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとす

る。 

 

２ 受託者の責務 

(1) 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保

護に関する条例」（平成2年東京都条例第113号）を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を

遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければ

ならない。  

(2) 受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準

の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。 

 

３ 業務の推進体制 

(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該委託業務に

関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について書面にし、委託者に提出すること。 

(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。 

 

４ 業務従事者への遵守事項の周知 

(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に

説明し周知徹底を図ること。 

 

５ 秘密の保持 

受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様

とする。 

 

６ 目的外使用の禁止 

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、こ

の契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 

 

７ 複写及び複製の禁止 
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受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品

等及びこれらに含まれる情報（以下「委託者からの貸与品等」という。）を、委託者の承諾なくし

て複写及び複製をしてはならない。 

 

８ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等（複写及び複製したも

のを含む。）について、３(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 

９ 情報の保管及び管理 

受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって

以下の事項を遵守しなければならない。 

(1) 全般事項 

ア  契約履行過程 

(ｱ) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ  委託業務を処理する施設等の入退室管理 

ｂ  委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 

ｃ  仕様書等で指定する物件（以下「契約目的物」という。）、契約目的物の仕掛品及び契

約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁的記録物等）の作成、使用及び保管管理 

ｄ  その他、仕様書等で指定したもの 

(ｲ) 委託者から(ｱ)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求め

られた場合は直ちに提出すること。 

イ  契約履行完了時 

(ｱ) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。 

(ｲ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び電磁的記

録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契約履行完了後に記録

媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。 

(ｳ) (ｲ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去

日等を明示した書面で委託者に報告すること。 

(ｴ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は

再委託先における状況も同様に報告すること。 

ウ  契約解除時 

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ  事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者から

の貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

(2) アクセスを許可する情報に係る事項 

受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委

託者から承認を得ること。 

(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項 

個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能

な保管室に格納する等適正に管理すること。 
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イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設

け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告

すること。 

エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じるこ

と。 

オ (1)イ(ｲ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情

報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得

るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。 

カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、

滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を

詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委

託者に可能な限り情報を提供すること。 

ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必

要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実

施すること。 

コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例（平成2年東京都条例第113号）に従って、本委

託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

 

10 委託者の施設内での作業 

(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託

者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することが

できる。 

(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。 

イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。 

ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。 

エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。 

 

11 再委託の取扱い 

(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書

面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 

(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 

ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明記するこ

と。） 
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キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制につ

いては特に明記すること。） 

ク 再委託先がこの特記仕様書の１及び３から９までに定める事項を遵守する旨の誓約 

ケ その他、委託者が指定する事項 

(3) この特記仕様書の１から10までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先において

も遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 

 

12 実地調査及び指示等 

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状

況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。 

(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に

係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 

13 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の１から10までに定める情報の保管及び管理等

に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 

(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を

被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠

償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

14 かし担保責任 

(1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかしの修

補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

(2) (1)の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを

受けた日から１年以内に、これを行わなければならない。 

 

15 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法（昭

和45年法律第48号）第2章第3節第2款に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）を有す

る場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は

この限りでない。 

(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託

先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続

する。 

(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利（以下「著作権」という。）

を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受

託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用

性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾する

ものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、

改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有す



11 

 

る著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場

合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 

(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 

(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途

協議の上定める。 

(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、

委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。 

 

16 運搬責任 

この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託

者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。 

 

17 疑義についての協議 

この特記仕様書の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じ

たとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 
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 別 紙 

 

暴力団等排除に関する特約事項 

 

（暴力団等排除に係る契約解除） 

１ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和６２年１月１４日付６１財経庶第９２２

号。以下「要綱」という。）別表１号に該当する（共同企業体又は事業協同組合である

ときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。）として要綱に基づく排除

措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場

合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。 

２ １に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場

合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。 

 

（再委託（下請負）禁止等） 

３ 要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都（以下「都」という。）の契約から排除

するよう警視庁から要請があった者（以下「排除要請者」という。）に、再委託（下請

負人には）できないこと。 

  ４ 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表１号に該当する者を再委託（下請

負人と）していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、

契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められる

ときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。 

  ５ ４に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。 

 

  （不当介入に関する通報報告） 

６ 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合（再委託した者（下請負

人）が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。）は、遅滞なく公社への

報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通報報告」

という。）並びに捜査上必要な協力をすること。  

７ ６の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を

２通作成し、１通を公社に、もう１通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、

緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報

報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出するこ

と。  

８ 再委託した者（下請負人）が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告す

るよう当該再委託した者（下請負人）を指導すること。 

９ 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警

察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられて

も異議がないこと。 

 


